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４．今後の主要渋滞箇所のモニタリングの考え⽅

資料４
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１．主要渋滞箇所の削除方法・モニタリングについて（案）

１－１ 現行手法と課題

○素案箇所︓毎年、算定交通量とETC2.0データを活⽤し、選定時指標及び交差点の全流⼊部速度にてモニタリングを⾏い、閾値を基準に評価を実施
○パブコメ箇所︓対策実施箇所のみを対象に、速度モニタリング及び現地確認により、評価を実施

□ 損失時間の算出 ※各年の最新データ
□ 旅⾏速度データ（ETC2.0データ）
※休⽇渋滞箇所︓県別の指標（速度・損失時間）

★選定時の指標及び閾値（1〜3軸）で「主要渋滞箇所」を評価

閾値以上 閾値以下

★交差点流⼊部別の旅⾏速度チェック

20km/h未満 20km/h以上

経過観察

削除

★対策実施有無の確認

対策実施︓有対策実施︓無し

★速度モニタリング・道路管理者による現地確認※

渋滞有り 渋滞無し

翌年度以降のモニタリング対象箇所（主要渋滞箇所）

︻
素
案
箇
所
︼

削除経過観察

翌年度以降のモニタリング対象箇所（主要渋滞箇所）

︻
パ
ブ
コ
メ
箇
所
︼

※速度モニタリング︓20km/h未満流⼊部有無をチェック
※道路管理者による現地確認︓信号待ち2回以上等の渋滞の確認

【追加箇所】
・周辺開発等による新たな交通の変化が認められる特定箇所のみを対象とし選定指標にてモニタリングを実施し、
選定指標に該当した場合、箇所に追加 ⇒愛知県２箇所のみ
【踏切箇所（3軸）】
・選定時には、踏切遮断時間のデータが配布されたが、選定時以降未配布のため、モニタリング未実施

［現⾏の⼿法･枠組み］

・現⾏⼿法では、主要渋滞箇所の閾値を『下回るか否か』の評価であるため、発現
効果を適切に表現出来ていない

【課題③】 実施対策（特に短期対策）の評価が反映されにくい⼿法

【変更箇所③︓対策実施箇所対象】
・改善・緩和等、渋滞対策の効果が反映されるモニタリング評価⽅法を追加

【課題②】 パブコメ箇所のモニタリング
・対策実施箇所のみの評価を⾏っており、対策未実施箇所のモニタリングは未実施

・対策未実施で、複数年間、主要渋滞箇所の閾値を下回る箇所が存在
⇒複数年間で「経過観察箇所」として残存

【課題①】 複数年閾値以下にも係わらず削除されない箇所の存在

【変更箇所①】
・２年連続で抽出された場合、道路管理者の確認を経て削除

対策の有無

・主要渋滞箇所の選定以降、周辺開発状況や道路整備等により、交通状況が変化し
ている箇所においても、『追加』されていない

【課題④】 主要渋滞箇所への「追加」⽅法が未確⽴

【変更箇所④】
・道路利⽤者会議箇所(基本交差点)、新たな渋滞発⽣交差点を対象に、選定指標
で評価を⾏い、閾値以上で要因が明確な場合は主要渋滞箇所に追加

【変更箇所②-1︓基本交差点・基本交差点以外のセンサス関連箇所】
・モニタリグ評価区間を設定し、ETC2.0の旅⾏速度データでモニタリング
【変更箇所②-2︓基本交差点以外のセンサス関連箇所以外】
・現地確認計画を⽴案したうえで、道路管理者による現地確認を実施
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１．主要渋滞箇所の削除方法・モニタリングについて（案）

１－２ モニタリング評価のフロー（案）

○変更① ︓２年連続で抽出された場合、道路管理者の確認を経て削除
○変更②-1︓モニタリング評価区間を設定し、ETC2.0の旅⾏速度データでモニタリング（基本交差点・基本交差点以外のセンサス関連箇所）
○変更②-2︓現地確認計画を⽴案したうえで、道路管理者による現地確認を実施（基本交差点以外のセンサス関連箇所以外）
○変更③ ︓改善・緩和等、渋滞対策の効果が反映されるモニタリング評価⽅法を追加（対策実施箇所）

[課題①〜③の対応⽅針]

［削除候補箇所の選定フロー（案）］

★選定時の指標及び閾値
（1〜3軸）

で「主要渋滞箇所」を評価

★渋滞緩和が
２年間継続

★渋滞緩和
要因が明確か

主要渋滞箇所からの削除候補（渋滞協にて判定）

閾値以下

No

Yes

No

翌年度以降のモニタリング対象箇所（主要渋滞箇所）

主要渋滞箇所︓パブコメ箇所

★渋滞緩和
要因が明確か

★渋滞緩和が
２年間継続

★モニタリング指標
(流⼊部別速度)
によるチェック

Yes

No

※変更箇所③ ※変更箇所①

※変更箇所②-1

Yes YesNo

閾値以上
★モニタリング指標
(流⼊部別速度)
によるチェック

★対策実施
の有無

未実施 実施

※変更箇所③

★管理者により
現地確認

妥当性を確認

★管理者により
現地確認

妥当性を確認

渋滞
発⽣

渋滞
発⽣

基本交差点
基本交差点以外のセンサス関連箇所※

基本交差点以外の
センサス関連箇所以外※

★道路管理者
による現地確認

閾値以下
全流⼊部20km/h以上

閾値以下
全流⼊部20km/h以上

閾値以上
⼀部流⼊部
20km/h未満

★渋滞緩和
要因が明確か

No

★渋滞
緩和が
２年間
継続

Yes

・道路管理者による現地確認
⇒信号待ち2回以上等の渋滞の確認
（パブコメ箇所の選定時の考え⽅を踏襲）

渋滞
未確認

渋滞
確認

［フォローアップ評価の実施］
（例）
・渋滞発⽣時間を指標とし、対策
前後を⽐較し評価
「交差点全体で緩和」
「⼀部⽅向のみ改善」
「変化無し」 等

※変更箇所②-1 ※変更箇所②-2

No

Yes

※変更箇所①

※変更箇所②-2

閾値以上
⼀部流⼊部20km/h未満

主要渋滞箇所︓素案箇所
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１．主要渋滞箇所の削除方法・モニタリングについて（案）

１－３ フォローアップ評価指標の例

○これまでのモニタリング指標である『流⼊速度』を活⽤し、渋滞の特性を表現可能な「渋滞発⽣時間」をフォローアップ指標とする
○渋滞発⽣時間を指標とした評価について、「交差点全体の渋滞発⽣時間」と「流⼊⽅向別の渋滞発⽣時間」を評価
⇒特定⽅向のみで交通状況が改善している状況等、短期施策効果把握等に繋がる評価を実施

■フォローアップの例
【STEP①】交差点全体における渋滞発⽣時間による評価
・交差点全体における流⼊路線単位の渋滞発⽣時間を算出。
・対策実施前データと対策実施後データを⽐較（前年モニタリングデータとの⽐較）し、交差点全
体における渋滞発⽣時間の改善度を評価

■対策実施箇所におけるフォローアップ評価ステップ

フォローアップ評価対象箇所

【STEP①】
交差点全体における渋滞発⽣時間 交差点全体の渋滞が緩和

50%以上改善

【STEP②】
流⼊⽅向別の渋滞発⽣時

50%未満の改善

⼀部の流⼊⽅向のみ
渋滞が緩和

50%以上改善の流⼊⽅向
⇒有り

変化無し
50%以上改善の流⼊⽅向

⇒無し

※評価の基準値（50%等）は、
適宜調整が必要

左記の事例では、「⼀部の流⼊⽅向のみ渋滞が緩和」に該当

・流⼊⽅向別の渋滞発⽣時間の改善度を評価

流⼊部︓A
渋滞発⽣時間
＝8[h]/12[h]

流⼊部︓C
渋滞発⽣時間
＝10[h]/12[h]

流⼊部︓D
渋滞発⽣時間
＝5[h]/12[h]

流⼊部︓B
渋滞発⽣時間
＝5[h]/12[h]

流⼊⽅向︓A
渋滞発⽣時間
＝4[h]/12[h]

50％改善

流⼊⽅向︓C
渋滞発⽣時間
＝4[h]/12[h]

60％改善

流⼊⽅向︓D
渋滞発⽣時間
＝4[h]/12[h]

流⼊⽅向︓B
渋滞発⽣時間
＝5[h]/12[h]

【対策実施前データ】 【対策実施後データ】

流⼊部︓A
渋滞発⽣時間
＝8[h]/12[h]

流⼊部︓C
渋滞発⽣時間
＝10[h]/12[h]

流⼊部︓D
渋滞発⽣時間
＝5[h]/12[h]

流⼊部︓B
渋滞発⽣時間
＝5[h]/12[h]

流⼊⽅向︓A
渋滞発⽣時間
＝4[h]/12[h]

流⼊⽅向︓C
渋滞発⽣時間
＝4[h]/12[h]

流⼊⽅向︓D
渋滞発⽣時間
＝4[h]/12[h]

流⼊⽅向︓B
渋滞発⽣時間
＝5[h]/12[h]

【対策実施前データ】 【対策実施後データ】

交差点全体の渋滞時間︓２８時間
⇒流⼊路線当たり︓７時間

交差点全体の渋滞時間︓１７時間
⇒流⼊路線当たり︓4.25時間

約40%
改善

【STEP②】流⼊⽅向別の渋滞発⽣時間による評価

※±１時間の変化は除外
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２．主要渋滞箇所の追加について（案）

２－１ 主要渋滞箇所追加のフロー

○主要渋滞箇所の選定から５年が経過しており、新たな道路ネットワークや沿線状況の変化により、交通状況が変化
○道路利⽤者会議の要望箇所、周辺状況の変化などから新たな渋滞発⽣交差点を対象に閾値（１〜３軸）で再評価

道路利⽤者会議の要望箇所※1 、新たな渋滞発⽣交差点※2

閾値以上

主要渋滞箇所 主要渋滞箇所以外

①主要渋滞箇所 対象外

※2︓主要渋滞箇所の当初設定時（平成25年1⽉）以降、新たに渋滞が発⽣した交差点

《留意事項》●道路利⽤者会議の取り組みは本省が議論中

渋滞要因が明確か

※1︓道路利⽤者会議箇所のうち、『基本交差点』を対象

［選定時の指標及び閾値（１〜３軸）で再評価］

②『追加候補箇所』

Yes

No

③経過観察

閾値以下

■追加箇所の選定フロー（案）

⻑野県

国道等

国
道
等

センサス基本区間 センサス基本区間

センサス基本区間

国道等

市
道
等

市
道
等

市道等

センサス基本区間

DRM
区間

DRM
区間

DRM
区間

DRM
区間

DRM
区間

DRM
区間

DRM
区間

DRM
区間

評価⽤の区間
を設定

（速度データを集計）

評価⽤の区間
を設定

（速度データを集計）

基本区間単位で
速度の計測が可能

（現地確認等）

︵
速
度
デ
␗
タ
な
し
︶

（速度データあり）

（速度データなし）

︵
速
度

デ
␗
タ
な
し
︶

（速度データあり）

■基本交差点

■基本交差点以外
センサス区間関連箇所 センサス区間関連箇所以外

（速度データあり）

（速度データあり）

（速度データあり）

DRM
区間

DRM
区間

例)周辺ネットワークの
変化・新たな⼤規
模施設⽴地等
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昼間12時間
の損失時間

朝、昼、⼣の
損失時間

昼間12時間の
総損失時間が
多い交差点

⼀部の時間に
おいて損失時間
が多い交差点

⼀⽅向だけでも
旅⾏速度が低い

交差点

80万⼈時間/年以上

朝、昼、⼣の
いずれかが
182.6⼈
時間/時以上

ピーク時の最低旅⾏速
度20km/h以下かつ昼
間12時間の損失時間が
35万⼈時間/年（県内
上位１割）以上

１軸
交差点損失時間データ

１ʻ軸

２軸

速度サービスが確
保されていない箇

所
観光繁忙期の速
度が低い箇所

⼀⽅向だけでも
⾞線当りの損失
時間が１軸相当
に該当する箇所

各種交通データ

⾃専道系の
速度

２ʻ軸
観光エリアの
繁忙期の
速度

⾞線当り損失
時間、及び
最低速度

３軸 ３軸

※静岡県における２軸の上位１割交差点損失時間︓35万⼈時間/年
※流⼊部の⾞線当り損失時間 １軸相当︓10.2万⼈時間/年･⾞線

踏切による
損失が多い箇所

踏切遮断時間
、交通遮断量

３軸

基本指標 中部地域指標 静岡地域指標

必要に応じて指標抽出箇所の現地状況を確認（渋滞状況の確認）
｢パブリックコメント｣を経て、｢地域の渋滞箇所｣を選定・公表

⾃専道系箇所のピー
ク時の最低旅⾏速度
が概ね30km/h以下

観光エリア内のピ
ーク時の最低旅
⾏速度のワースト
１割以内

ピーク時の最低旅⾏速度
20km/h以下かつ損失時
間が10.2万⼈時間/年･
⾞線以上

ピーク時の遮断時間40分
以上または⼀⽇の踏切⾃
動⾞交通遮断量5万以上

平⽇ピーク時
の最低旅⾏速

度

交差点損失時間の交通データ

地域特性に基づく渋滞箇所

⾼速道路
（別途）

■ ２軸の各圏域毎内の上位１割交差点損失時間

２．主要渋滞箇所の追加について（案）

２－２ （参考）主要渋滞箇所選定時の選定手法


